
亀山市告示第１１７号 

亀山市新型コロナウイルスワクチン接種体制支援事業支援金交付要綱を次のとおり定

める。 

令和５年６月２８日 

亀山市長 櫻 井 義 之 

 

亀山市新型コロナウイルスワクチン接種体制支援事業支援金交付要綱 

 

（目的） 

第１条 この告示は、新型コロナウイルスワクチンの個別接種（以下「個別接種」とい

う。）の促進のために協力する医療機関の取組に対して亀山市新型コロナウイルスワ

クチン接種体制支援事業支援金を交付することにより、新型コロナウイルス感染症に

係るワクチンの接種体制を強化することを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定め

るところによる。 

（１）病院 医療法（昭和２３年法律第２０５号）第１条の５第１項に規定する病院を

いう。 

（２）診療所 医療法第１条の５第２項に規定する診療所をいう。 

（支援金の名称） 

第３条 この告示により交付する支援金は、亀山市新型コロナウイルスワクチン接種体

制支援事業支援金（以下「支援金」という。）という。 

（支援金の交付対象者等） 

第４条 支援金の交付対象者は、次に掲げる期間（以下「対象期間」という。）に市内

において個別接種を行う病院及び診療所（以下「医療機関」という。）であって、市

長が必要かつ適正と認めるものとする。 

（１）令和５年５月１日から同年７月２日まで（以下「第１期間」という。） 

（２）令和５年７月３日から同年８月３１日まで（以下「第２期間」という。） 

２ 支援金は、医療機関の医師、看護師等が介護老人保健施設及び特別養護老人ホーム

において行った個別接種についても、交付の対象とする。 



３ 支援金の額は、次の表の左欄に掲げる医療機関ごとに、同表の中欄に掲げる取組内

容に応じ、同表の右欄に掲げる額とする。 

医療機関 取組内容 支援金の額 

病院 特別な接種体制を確保し、１日に

つき５０回以上の個別接種を１日

以上達成する週が対象期間内に４

週以上あるもの 

（１）医師１人につき１時間当

たり７，５５０円 

（２）看護師等１人につき１時

間当たり２，７６０円 

診療所 １００回以上の個別接種を達成す

る週が対象期間内に４週以上ある

もの（ただし、それぞれの週にお 

いて、少なくとも１日は、時間外、

夜間又は休日に接種体制を用意す

ること。） 

個別接種１回につき２，０００

円 

（支援金の交付申請） 

第５条 支援金の交付を受けようとする医療機関は、次の各号に掲げる対象期間に行っ

た取組に応じ、それぞれ当該各号に定める期間内に、亀山市新型コロナウイルスワク

チン接種体制支援事業支援金交付申請書（別記様式。以下「申請書」という。）を市

長に提出するものとする。 

（１）第１期間に行った取組 令和５年７月３日から同月３１日まで 

（２）第２期間に行った取組 令和５年９月１日から同月２９日まで 

（支援金の交付決定） 

第６条 市長は、前条の規定により提出された申請書を受理したときは、速やかに内容

を審査し、及び必要に応じて現地調査等を行い、支援金の交付の可否を決定するもの 

とし、交付を決定したときは、当該申請のあった医療機関に対し、支援金を交付する。 

（支援金の交付） 

第７条 支援金の交付は、口座振替の方法により行うものとする。ただし、市長が口座

振替の方法により難いと認める場合は、この限りでない。 

（交付決定の取消し） 

第８条 市長は、第６条の規定により支援金の交付の決定を受けた者が次の各号のいず

れかに該当するときは、支援金の交付の決定を取り消すことができる。 

（１）虚偽の申請により支援金の交付の決定を受けたとき。 



（２）この告示の規定に違反したとき。 

（３）前２号に掲げる場合のほか、市長が支援金の交付対象者として適当でないと認め

たとき。 

（支援金の返還） 

第９条 市長は、前条の規定により支援金の交付の決定を取り消したときは、当該交付

した支援金の全額又は一部を返還させるものとする。ただし、やむを得ない事情があ

ると市長が認める場合は、この限りでない。 

附 則 

この告示は、公表の日から施行する。 

  



別記様式（第５条関係） （病院用）

年 月 日

亀山市長　櫻井　義之　様

開設者氏名

電話番号

医療機関等名称

医療機関等住所

事業の実施期間

亀山市新型コロナウイルスワクチン接種体制支援事業支援金交付申請書（病院）

　　　　　令和５年度において、新型コロナウイルスワクチン接種体制支援事業を下記のとおり実施したので、

　　　　支援金を交付されるよう亀山市新型コロナウイルスワクチン接種体制支援事業支援金交付要綱第５条

　　　　の規定により申請する。

記

申請金額



医療機関等名称

　新型コロナウイルスワクチン接種体制支援事業実績明細

　　下記のとおり、新型コロナウイルスワクチンの接種を行ったので報告する。

　　※支援の対象とならない日（特別体制を敷いていない日、50回以上を達成していない日）の接種数を記載する必要はありません。

（月） （火） （水） （木） （金） （土） （日）

／ ／ ／ ／ ／ ／ ／

接種回数（予診のみを含めない） 職域以外

接種回数（予診のみを含めない） 職域

／ ／ ／ ／ ／ ／ ／

接種回数（予診のみを含めない） 職域以外

接種回数（予診のみを含めない） 職域

／ ／ ／ ／ ／ ／ ／

接種回数（予診のみを含めない） 職域以外

接種回数（予診のみを含めない） 職域

／ ／ ／ ／ ／ ／ ／

接種回数（予診のみを含めない） 職域以外

接種回数（予診のみを含めない） 職域

／ ／ ／ ／ ／ ／ ／

接種回数（予診のみを含めない） 職域以外

接種回数（予診のみを含めない） 職域

／ ／ ／ ／ ／ ／ ／

接種回数（予診のみを含めない） 職域以外

接種回数（予診のみを含めない） 職域

／ ／ ／ ／ ／ ／ ／

接種回数（予診のみを含めない） 職域以外

接種回数（予診のみを含めない） 職域

／ ／ ／ ／ ／ ／ ／

接種回数（予診のみを含めない） 職域以外

接種回数（予診のみを含めない） 職域

／ ／ ／ ／ ／ ／ ／

接種回数（予診のみを含めない） 職域以外

接種回数（予診のみを含めない） 職域

備考

(特別体制)医師の延べ時間

(特別体制)看護師等の延べ時間

１日50回以上接種を行った日

(特別体制)看護師等の延べ時間

(特別体制)医師の延べ時間

１日50回以上接種を行った日

50回以上接種した日の勤務時間計

　

週で1日以上は1日50回以上接種

(特別体制)医師の延べ時間

(特別体制)看護師等の延べ時間

１日50回以上接種を行った日

(特別体制)看護師等の延べ時間

(特別体制)医師の延べ時間

１日50回以上接種を行った日

１日50回以上接種を行った日

(特別体制)看護師等の延べ時間

(特別体制)医師の延べ時間

１日50回以上接種を行った日

50回以上接種した日の勤務時間計

　

週で1日以上は1日50回以上接種

(特別体制)看護師等の延べ時間

(特別体制)医師の延べ時間

１日50回以上接種を行った日

(特別体制)医師の延べ時間

(特別体制)看護師等の延べ時間

(特別体制)医師の延べ時間

１日50回以上接種を行った日

(特別体制)医師の延べ時間

(特別体制)看護師等の延べ時間

１日50回以上接種を行った日

4週以上達成し、支給対象となる看護師等の延べ時間計

期間中に1日50回以上の接種を達成した週

4週以上達成し、支給対象となる医師の延べ時間計 特別体制に係る支援を受ける日の接種の計（参考値）

(特別体制)看護師等の延べ時間計

1日50回接種した日の(特別体制)医師の延べ時間計（週の端数切り落とし）

1日50回接種した日の(特別体制)看護師等の延べ時間計（週の端数切り落とし）

(特別体制)看護師等の延べ時間

(特別体制)医師の延べ時間計

50回以上接種した日の勤務時間計

　

週で1日以上は1日50回以上接種

50回以上接種した日の勤務時間計

　

週で1日以上は1日50回以上接種

50回以上接種した日の勤務時間計

　

週で1日以上は1日50回以上接種

50回以上接種した日の勤務時間計

　

週で1日以上は1日50回以上接種

50回以上接種した日の勤務時間計

　

週で1日以上は1日50回以上接種

50回以上接種した日の勤務時間計

　

週で1日以上は1日50回以上接種

50回以上接種した日の勤務時間計

　

週で1日以上は1日50回以上接種



（支援対象であるか確認するため、該当する項目にレ点を記入してください。）

問１　「接種回数（予診のみを含めない）」に集団接種である大規模接種会場・市町村特設会場の実績は、含まれない。

問２　職域接種を実施していない。 →　はい

（はいの場合は、問３以降に回答する必要はありません。）

　　　↓　　　いいえ

問３　職域接種の実績は、「接種回数（予診のみを含めない）」に全く含まれていない。 →　はい

（はいの場合は、問４以降に回答する必要はありません。）

　　　↓　　　いいえ

→　はい

（大学附属病院以外の場合）

　　①中小企業（中小企業基本法（昭和38年法律第154号）第２条第１項に規定する中小企業をいう。以下同じ。）の社員や学生等が出向いてきて

　　　医療機関内で接種を行った。

　　　（企業や大学などが指定した外部の接種会場に、医療機関が出張して接種した回数は含まれていない。）

　　②「中小企業が商工会議所、総合型健保組合、業界団体等複数の企業で構成される団体を事務局として共同実施した職域接種」又は「文部科

　　　学省が別に定める地域貢献の基準を満たす大学、短期大学、高等専門学校、専門学校（以下「大学等」という。）の職域接種で所属の学生も

　　　対象に実施した職域接種」である。

　　　○職域接種を依頼した事務局等の名称（職域接種を申請した主体名）を以下に記載願います。

名称

（※共同実施した事務局に、様式例の提出を求め添付願います。）

　　　○職域接種を依頼した大学等の名称（職域接種を申請した主体名）を以下に記載願います。

名称

（大学附属病院の場合）

　　①大学附属病院内で接種を行った。又は、大学の附属病院が当該大学内で接種を行った。

　　　（企業や大学などが指定した外部の接種会場に、医療機関が出張して接種した回数は含まれていない。）

　　②「中小企業が商工会議所、総合型健保組合、業界団体等複数の企業で構成される団体を事務局として共同実施した職域接種」又は「文部科

　　　学省が別に定める地域貢献の基準を満たす大学等の職域接種で所属の学生も対象に実施した職域接種」である。　

　　　

　　　

　　　○職域接種を依頼した事務局等の名称（職域接種を申請した主体名）を以下に記載願います。

名称

（※共同実施した事務局に、様式例の提出を求め添付願います。）

　　　○職域接種を依頼した大学等の名称（職域接種を申請した主体名）を以下に記載願います。

名称

　

上記が事実と相違ないことを証明する。

印     

　（条件を満たしていない職域接種は、「接種回数（予診のみを含めない）」に計上することは出来ません。
　　条件を満たさない職域接種の実績を除いた上で、問４で「はい」を選択ください。）

問４　「接種回数（予診のみを含めない）」に含まれるのは、以下の①及び②の両方を満たす職域接種の実績のみですか。



別記様式（第５条関係） （診療所用）

年 月 日

亀山市長　櫻井　義之　様

開設者氏名

電話番号

医療機関等名称

事業の実施期間

医療機関等住所

亀山市新型コロナウイルスワクチン接種体制支援事業支援金交付申請書（診療所）

　　　　　令和５年度において、新型コロナウイルスワクチン接種体制支援事業を下記のとおり実施したので、

　　　　支援金を交付されるよう亀山市新型コロナウイルスワクチン接種体制支援事業支援金交付要綱第５条

　　　　の規定により申請する。

記

申請金額



医療機関等名称

　新型コロナウイルスワクチン接種体制支援事業実績明細

　　下記のとおり、新型コロナウイルスワクチンの接種を行ったので報告する。

　　※本様式において「時間外等」は、時間外の他に、夜間・休日を指す。

（月） （火） （水） （木） （金） （土） （日）

／ ／ ／ ／ ／ ／ ／

接種回数（予診のみを含めない） 職域以外

接種回数（予診のみを含めない） 職域

／ ／ ／ ／ ／ ／ ／

接種回数（予診のみを含めない） 職域以外

接種回数（予診のみを含めない） 職域

／ ／ ／ ／ ／ ／ ／

接種回数（予診のみを含めない） 職域以外

接種回数（予診のみを含めない） 職域

／ ／ ／ ／ ／ ／ ／

接種回数（予診のみを含めない） 職域以外

接種回数（予診のみを含めない） 職域

／ ／ ／ ／ ／ ／ ／

接種回数（予診のみを含めない） 職域以外

接種回数（予診のみを含めない） 職域

／ ／ ／ ／ ／ ／ ／

接種回数（予診のみを含めない） 職域以外

接種回数（予診のみを含めない） 職域

／ ／ ／ ／ ／ ／ ／

接種回数（予診のみを含めない） 職域以外

接種回数（予診のみを含めない） 職域

／ ／ ／ ／ ／ ／ ／

接種回数（予診のみを含めない） 職域以外

接種回数（予診のみを含めない） 職域

／ ／ ／ ／ ／ ／ ／

接種回数（予診のみを含めない） 職域以外

接種回数（予診のみを含めない） 職域

週の接種回数 週の回数区分
週のうち、時間
外等の接種体

制の実施
備考

時間外等の接種体制の有無

時間外等の接種体制の有無

時間外等の接種体制の有無

時間外等の接種体制の有無

時間外等の接種体制の有無

時間外等の接種体制の有無

時間外等の接種体制の有無

時間外等の接種体制の有無

時間外等の接種体制の有無

接種回数計（予診のみを含めない）



（支援対象であるか確認するため、該当する項目にレ点を記入してください。）

問１　「接種回数（予診のみを含めない）」に集団接種である大規模接種会場・市町村特設会場の実績は、含まれない。

問２　職域接種を実施していない。 →　はい

（はいの場合は、問３以降に回答する必要はありません。）

　　　↓　　　いいえ

問３　職域接種の実績は、「接種回数（予診のみを含めない）」に全く含まれていない。 →　はい

（はいの場合は、問４以降に回答する必要はありません。）

　　　↓　　　いいえ

→　はい

　　①中小企業（中小企業基本法（昭和38年法律第154号）第２条第１項に規定する中小企業をいう。）の社員や学生等が出向いてきて

　　　医療機関内で接種を行った。

　　　（企業や大学などが指定した外部の接種会場に、医療機関が出張して接種した回数は含まれていない。）

　　②「中小企業が商工会議所、総合型健保組合、業界団体等複数の企業で構成される団体を事務局として共同実施した職域接種」又は

　　　「文部科学省が別に定める地域貢献の基準を満たす大学、短期大学、高等専門学校、専門学校の職域接種で所属の学生も対象に

　　　実施した職域接種」である。

　　　

　　　

　　　○職域接種を依頼した事務局等の名称（職域接種を申請した主体名）を以下に記載願います。

名称

（※共同実施した事務局に、様式例の提出を求め添付願います。）

　　　○職域接種を依頼した大学等の名称（職域接種を申請した主体名）を以下に記載願います。

名称

上記が事実と相違ないことを証明する。

印

問４　「接種回数（予診のみを含めない）」に含まれるのは、以下の①及び②の両方を満たす職域接種の実績のみですか。

　（条件を満たしていない職域接種は、「接種回数（予診のみを含めない）」に計上することは出来ません。
　　条件を満たさない職域接種の実績を除いた上で、問４で「はい」を選択ください。）

     


